
遊漁規則の変更内容 

【漁業権番号】内共第２３号 

【関係漁業協同組合】可児漁業協同組合 

【施行予定年月日】認可の日 

変 更 後 変 更 前 
変更理由 施行予定

年月日 

第１条 略 

 

第２条 略 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣又はたも網による遊漁の場

合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動植物、漁具、漁法、

遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁あああ承認申請書を提出又

はオンラインシステムによりしなければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣

又はたも網による遊漁の場合には第１２条に規定する場合を除

き、その他の場合には当該の遊漁の承認により当該水産動植物繁

殖保護、組合若しくは他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をい

う。以下同じ。）の行う水産動植物の採捕に著しい支障があると認

められる場合又は第１１条に規定する場合を除き、第１項の承認

をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第７条第１項の遊漁料を同条第２項の方法に

より組合に納付しなければならない。 

 

 （漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は次の表の左欄に掲げる漁具・漁法に

限るものとし、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければなら

ない。 

第１条 略 

 

第２条 略 

２ 前項の規定による申請は、手釣、竿釣又はたも網による遊漁の

場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動植物、漁具、

漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出又

はオンラインシステムによりしなければならない。 

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手釣、竿釣

又はたも網による遊漁の場合には第１２条に規定する場合を除

き、その他の場合には当該の遊漁の承認により当該水産動植物繁

殖保護、組合若しくは他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をい

う。以下同じ。）の行う水産動植物の採捕に著しい支障があると認

められる場合又は第１２条に規定する場合を除き、第１項の承認

をするものとする。 

４ 遊漁者は、直ちに、第８条第１項の遊漁料を同条第２項の方法に

より組合に納付しなければならない。 

 

 （漁具・漁法の制限） 

第３条 遊漁による漁具・漁法は次の表の左欄に掲げる漁具・漁法に

よる遊漁はあ、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければなら

ない。 

 

 

 

第３条で漁

具・漁法を規

定しており、

その他の場

合が存在し

ないため文

書を簡略化 

 

 

条ズレの修

正 

条ズレの修

正 

 

 

使用できる

漁具・漁法を

明確にする

ため 

認可の日 



漁具・漁法 規  模 

手釣、竿釣 

（いかり掛け、どぼんこ、も

り、ひし及びやすに類する

ものを除く） 

竿釣は２本まで 

たも網 制限なし 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ

右欄に掲げる期間内で行われなければならない。 

魚  種 期  間 

にじます、こい、ふな、うなぎ、もろ 

こ、おいかわ 

１月１日から１２月３１

日まで 

うぐい 
６月１日から翌年の３月

３１日まで 

わかさぎ 
１０月１日から３月３１

日まで 

２ 削除 

 

 

第５条から第６条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第１号の場合

において、遊漁者が未就学の幼児又は小学生のときは無料、中学

漁具・漁法 規  模 

手釣、竿釣 

（いかり掛け、どぼんこ、も

り、ひし及びやすに類する

ものを除く） 

竿釣は２本まで 

たも網 制限なし 

 

（遊漁期間） 

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ

右欄に掲げる期間内で行われなければならない。 

魚  種 期  間 

にじます、こい、ふな、うなぎ、もろ 

こ、おいかわ 

１月１日から１２月３１

日まで 

うぐい 
６月１日から翌年の３月

３１日まで 

わかさぎ 
１０月１日から３月３１

日まで 

２ 前項の公表は、組合及び組合が委託する釣具店に掲示するほ

か、組合のウェブサイトにて公表するものとする。 

 

第５条から第６条 略 

 

（遊漁料の額及び納付方法） 

第７条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第１号の場合

において、遊漁者が未就学の幼児又は小学生のときは無料、中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前項に公表

するものが

ないため削

除 

 

 

遊漁料の減

免対象及び



生又は心身障がい者（身体障害者手帳又は療育手帳の所持）、７０

歳以上のときは同号に掲げる額の二分の一に相当する額とし、組

合事務所又は組合が委託する釣具店で納付する。次項ただし書に

規定する方法により納付するときは、５００円を加算した額とす

る。 

 魚 種 
漁具・

漁法 
遊漁者 遊漁料 

現場 

加算料 

にじます、こ

い、ふな、わか

さぎ、もろこ、

おいかわ、う

ぐい、うなぎ 

手釣・竿

釣 

たも網 

①幼児又は

小・中学生 
無料 なし 

②心身障が

い者７０歳

以上 

１日 

２５０円 

１年 

２，０００円 

２ ５ ０

円 

③上記①②

以外 

１日 

５００円 

１年 

３，０００円 

５ ０ ０

円 

２ 遊漁料は、組合が指定する遊漁証取扱所において納付しなけれ

ばならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に

納付することができる。この場合には、第1項に規定する現場加算

料を合わせて納付するものとする。 

３ 前項に規定する遊漁証取扱所は、組合の掲示板にて公表し、遊

漁証取扱所には「遊漁証取扱所」の標札を掲げるものとする。 

 

第８条 略 

２ 略 

３ 遊漁承認証の交付は、前条２項に規定する場所、組合が指定す

るオンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。 

生又は心身障がい者（身体障害者手帳又は療育手帳の所持）、７０

歳以上のときは同号に掲げる額の二分の一に相当する額とし、組

合事務所又は組合が委託する釣具店で納付する。次項ただし書に

規定する方法により納付するときは、５００円を加算した額とす

る。 

 魚 種 
漁具・

漁法 
遊漁者 遊漁料 

現場 

加算料 

にじます、こ

い、ふな、わか

さぎ、もろこ、

おいかわ、う

ぐい、うなぎ 

手釣・竿

釣 

たも網 

①幼児又は

小・中学生 
無料 なし 

②心身障が

い者７０歳

以上 

１日 

２５０円 

１年 

２，０００円 

２ ５ ０

円 

③上記①②

以外 

１日 

５００円 

１年 

３，０００円 

５ ０ ０

円 

２ 遊漁料は、組合が指定する遊漁証取扱所において納付しなけれ

ばならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に

納付することができる。この場合には、第1項に規定する現場加算

料を合わせて納付するものとする。 

 

 

 

第８条 略 

２ 略 

３ 遊漁承認証の交付は、前条２項に規定する場所、組合が指定す

るオンラインシステム又は漁場監視員において行うものとする。 

金額を表内

で定めてい

るため削除 

現場加算料

の納付の規

定を第 2項で

規定するた

め削除 

 

遊漁料の減

免対象から

７０歳以上

の削除 

 

 

 

 

第 1項で規定

していた現

場加算料の

納付の規定

の追加 

遊漁証取扱

所の場所の

明確化 

 

遊漁承認証

の交付場所

の明確化 



  

４ 略 

 

第９条から第１１条 略 

 

４ 略 

 

第９条から第１１条 略 

 

 


